
船舶事故等調査報告書 

平成２４年７月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第３７号 

事故等種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２３年１０月２５日 １２時２５分ごろ 

発生場所 徳島県阿南市青島北東方沖 

 青島灯台から真方位０４８°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５５.７′ 東経１３４°４３.５′） 

事故等調査の経過  平成２４年４月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 晶
しょう

泉
せん

丸、１９９トン 

   １３４７８７、寿汽船株式会社 

Ｂ 漁船 第一金比羅
こ ん ぴ ら

丸、１４トン 

   ＴＯ２－２８５１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｃ 漁船 第二金比羅
こ ん ぴ ら

丸、１４トン 

   ＴＯ２－２８５２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船体なし、漁網が切断 

Ｃ 船体なし、漁網が切断 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、青島北東方沖を約１１ノット

（kn）の速力で南西進中、Ａ船の前路を横切る態勢のＢ船及びＣ船を視認

し、これらを避けるため、Ｂ船及びＣ船の船尾方を通過しようとして右転

したところ、船首方約７０ｍにＢ船及びＣ船が引いていた漁網の標識を認

め、平成２３年１０月２５日１２時２５分ごろＡ船の船首部とＢ船及びＣ

船が引いていた漁網とが衝突した。 

Ｂ船及びＣ船は、それぞれ船長Ｂほか２人及び船長Ｃほか１人が乗り組

み、鼓形形象物を掲げ、２そうびきによる操業を行いながら青島北東方沖

を約１.７kn の速力で東進中、接近するＡ船に気付いたが、針路及び速力

を保持して航行を続け、引いていた漁網とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項  Ｂ船及びＣ船が引いていた漁網には、大引網にオレンジ色、首網に白

色、袋網に赤色及び小袋網にピンク色の標識がそれぞれ取り付けられてい

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 



判明した事項の解析  Ａ船は南西進中、Ｂ船及びＣ船は２そうびきに

よる操業を行いながら東進中、青島北東方沖にお

いて、Ａ船とＢ船及びＣ船が引いていた漁網とが

衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船及びＣ船を視認し、その船尾方

を通過しようとして右転していたところ、船首方

約７０ｍに漁網の標識を認めたことから、適切な

見張りを行っていなかったものと考えられる。 

船長Ａは、適切な見張りを行っていなかったこ

とから、Ｂ船及びＣ船が２そうびきで操業してい

ることに気付かずに漁網に接近し、漁網と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ｂ及び船長Ｃは、接近するＡ船を認めた

が、針路及び速力を保持して航行を続けたことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、青島北東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船及びＣ船が２

そうびきによる操業を行いながら東進中、船長Ａが適切な見張りを行って

いなかったため、Ａ船とＢ船及びＣ船が引いていた漁網に接近し、同漁網

と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・漁船を視認したときには、操業状況を確認すること。 

・漁船の後方を通過するときは、漁網に注意し、漁船から十分に距離を

隔てて航行すること。 

 




